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1. はじめに

製造者又は販売者が消費者と向き合って
販売をする，いわゆる対面販売する多くの食
品への表示義務はない。消費者はその品物
を購入するときに，使用した添加物，遺伝子
組換え食品の使用の有無，いつまでもつか，
食品アレルギーがある人にとってはその人
のアレルゲンの使用や混入の可能性の有無
等，食品に対するあらゆる情報を聞きとるこ
とができるからである。しかし，今日の食品
のように複雑な流通形態になると，対面販売
でも，売り手が商品の情報を把握していない
ことが多々ある。このような場合，おのおの
の食品に多くの情報を記した表示が必要に
なっている。
従来，食品の表示は厚生省（現 厚生労働省）

によって1948年（昭和23年）に施行された「食
品衛生法」，農林省（現 農林水産省）によっ
て1950年（昭和25年）に施行された「農林物
資の規格化及び品質表示の適正化に関する法
律」，名称も（「農林物資の規格化等に関する
法律」に食品表示法の施行にあわせて変更。
以下「JAS法」），厚生労働省によって2013
年（平成15年）に施行された「健康増進法」に
よっておのおの定められていた。よって製造
者又は販売者は，これら三つの法律に違反し
ないように考慮し，表示を行っていた。
現在，わが国の食品の表示については，消

費者庁によって2015年（平成27年）4月1日
に施行された「食品表示法」により実施され

ている。前述の三つの法律の表示の部分を
まとめた法律である。食品により移行期間
が定められており，生鮮食品は1年半（2016
年9月30日まで），加工食品は5年（2020年3
月31日まで）である。よって，現在の加工食
品は昔の表示と「食品表示法」の表示とが混
在している。そこで，過去から現在までの食
品表示の変遷及び現在施行されている食品表
示法の要点を説明する。

2. 食品表示法施行前の表示（表1）

1）食品衛生法
食品の安全確保の基本となる法律で，施行

当初から食品表示制度が開始され，多くの食
品の製造年月日の表示が義務化された。施行
当初は添加物の定義も不明確であったが，指
定された食品添加物の数は60種類であった。
食品添加物使用が増多し，粗悪な食品添加物
による事故等の発生対策から1957年（昭和32
年）に「化学合成されたものは指定したもの以
外には添加できない」，いわゆる「指定添加物
リストに掲載されていないものは使用できな
い」こととなった。 1991年（平成3年）には食
品添加物の表示を義務化，1995年（平成5年）
には消費期限・賞味期限表示を義務化した。
当初，食品衛生法では賞味期限は品質保持期
限としていたが，JAS法との整合性やパブ
リックコメント等により2013年（平成15年）7
月から賞味期限と統一した。2001年（平成13
年）には遺伝子組換え食品表示及び特定原材
料（アレルギー物質を含む。えび・かに・小麦・
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本誌 2014 年 9 月号～ 2015 年 11 月号では東京家政大学・生活科学研究所
の総合研究「温故知新プロジェクト」の成果を紹介してきました。

そば・卵・乳・落花生の7品目）表示を義務
化した。表1に示すとおり食品衛生法では，
食品の安全性を追求しているため，原材料の
うち遺伝子組換え作物，特定原材料，食品添
加物を除く原材料表記，内容量表記，輸入食
品の原産国名表記等は求めていなかった。
2） JAS法
食品等が一定の品質や特別な生産方法で

作られていることを保証する「JAS規格制度
（任意の制度）」に関するものである。農林物
資の①品質の改善，②生産の合理化，③取引
の単純公正化及び④使用又は消費の合理化を
図るため，農林水産大臣が制定した日本農林
規格（JAS規格）による検査に合格した製品
にJASマークをつけることを認める「JAS規
格制度」と，一般消費者が選択できるように
品質表示基準に従った表示をすべての製造業

者又は販売業者等に義務付ける「品質表示基
準制度」があった。1970年（昭和45年）には，
JAS規格のある品目について表示の基準（品
質表示基準制度）を定めることにより，消費
者が商品を購入する時に役立つように改正さ
れ，1999年（平成11年）に消費者に販売され
るすべての食品に表示が義務付けられるよう
になった。 JAS法は偽装をしても罰則規定
がなく，産地偽装等の問題が多々表面化した
ので2019年（平成21年）に罰則規定が作られ
た。食品表示法の施行により「品質表示基準
制度」は消費者庁に移行している。表1に示
すとおりJAS法では，JAS規格に基づいた
一定の品質で製造されていることの証明であ
るので，原料の原産地や輸入食品の原産国名
表記等を求めていたが特定原材料表示は求め
ていなかった。

表1　食品表示法施行前の加工食品における各法律ごとの主な表示事項
項目 食品衛生法 JAS法 健康増進法

名称（品名）  ●  ●
原材料名  ●
　原料原産地名  ▲ 2）
　遺伝子組換え食品である旨  ●  ●
　アレルギー物質を含む旨  ●
　食品添加物  ●  ● 3）
内容量  ● 4）
期限表示（消費期限，賞味期限 1））  ●  ●
保存方法  ● 5）  ● 5）
原産国名  ▲ 6）
製造者等（輸入業者）の氏名又は名称及び製造所等（輸入業者）
の所在地  ●  ●

特別用途食品・特定保健用食品表示  ▲
栄養成分表示  〇
●は表示が必要な項目　　▲は必要によって表示が必要となる項目　　○任意
食品によっては，これらの事項に加えて，いくつかの事項の表示が義務付けられる

注1） 消費期限は，期限が製造又は加工日を含めておおむね5日以内のもの
   賞味期限は，消費期限を規定する食品以外の食品へ表示するもので，おおむね5日をこえるもの（3カ月をこえる

ものは年月日表示でもよい）
注2） 原料原産地名の表示が義務づけられているのは，一部の食品に限られている
注3）   原材料の一環として，添加物の表示を求めている
   内容量を外見上容易に識別できる場合は省略できる（特定商品の販売に係る計量に関する政令（平成5年政令第

249号）第5条に掲げる特定商品を除く）
注5）   常温保存の場合は表示を省略できる（ただし，常温保存牛乳等省略できないものもある）
注6）   輸入品に限る

本表は，全国食品安全自治ネットワーク 食品表示ハンドブック作成委員会（2009年），くらしに役立つ食品表示ハンド
ブックより引用，一部改変した
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3） 健康増進法
国民の栄養の改善その他の国民の健康の増
進を図るための措置を講じ，もって国民保健
の向上を図ることを目的とすることを定めた法
律である。食事摂取基準の策定，都道府県に
よる健康増進事業に対する技術的援助，市町
村による健康増進事業の実施，受動喫煙の防
止，特別用途表示の許可等を定めたものであ
り，表示に関する事項では特別用途食品，保
健機能食品（表2）及び栄養成分表示がある。
保健機能食品には特定保健用食品，栄養機
能食品，機能性表示食品があるが，機能性表
示食品は食品表示法とともに制度化されて
いるので，次の項で述べる。特別用途食品，
通称「トクホ」は1991年（平成3年）9月に制
度化されたもので，個別の製品ごとに安全性
や有効性について国が審査を行うため，許可
を受けるには多額の費用や年数が必要になっ
ている。栄養機能食品は2001年（平成13年）
4月に制度化されたもので，栄養成分（ビタ
ミン，ミネラル等）を補給・補完するための
食品である。定められている栄養成分が上・
下限の範囲内であれば，届け出ることもなく，

製品に栄養成分の機能を注意喚起とともに表
記して販売できる。
栄養成分表示は健康増進法に基づき定めら
れたもので，食品単位当たりの熱量，たんぱ
く質，脂質，炭水化物，ナトリウムの順に表
示する（表3）。食品表示法施行前は製造者
や販売者の任意表示であった。

3. 食品表示法の特徴

食品表示法の施行によって，より分かりや
すい食品表示制度になったことで，消費者は
摂取する食品の安全性の確保，自主的で合理
的な食品の選択の機会の確保を得ることに
なっている。変更の主な特徴を次に述べる。

表 2　特別用途食品と保健機能食品
食品項目 消費者庁＊の審査・届け出等 表示等

特別用途食品

個別の製品ごとに，安全性や有効性につ
いて，審査を行う。乳児用食品，幼児用
食品，妊産婦用食品，病者用食品，高齢
者用食品等あり

　

保
健
機
能
食
品

特定保健用食品 個別の製品ごとに，安全性や有効性につ
いて，審査を行う

栄養機能食品
新規の栄養成分は許可申請が必要である
が，すでに定めている栄養成分の規格基
準に適合していれば，届け出不要

機能性表示食品＊＊
素材の安全性や機能性について，科学的
根拠のある情報（科学論文等）を，消費者
庁長官に届け出る

一般食品 不要
＊ 食品表示法施行前は厚生労働省
＊＊ 機能性表示食品は食品表示法とともに制度化

表3　栄養成分表示

栄養成分表示
100gあたり又は1食分（〇〇g）当たり

エネルギー 〇〇 kcal
たんぱく質 〇〇 g
脂質 〇〇 g
炭水化物 〇〇 g
ナトリウム 〇〇mg

健康増進法 食品表示法

栄養成分表示
100gあたり又は1食分（〇〇g）当たり

エネルギー 〇〇kcal
たんぱく質 〇〇 g
脂質 〇〇 g
炭水化物 〇〇 g
食塩相当量 〇〇 g

任意表示 義務表示。ナトリウムは食塩相当
量として表示。
このような表形式ではなく，文字
だけで書かれているものもあり
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1）原材料表示と添加物表示の義務化（表4）
原則，すべての食品に原材料名を表示する

ことが義務づけられた。原材料に占める重
量の割合の多いものから順に表示する。なお，
2種類以上の原材料からなる複合原材料（弁
当，そうざいの具など）は，原則として，複
合原材料名の後にカッコ書きで重量割合の多
いものから順に表示する。食品添加物は消
費者が明確にわかるように，表示レイアウト
を変更している。原材料表示の後に添加物
表示の項目を記す，原材料の記述した後に改
行してから記す，原材料を記述した後に「/」
を使った後に記す等により，明確に原材料と
区分して，原則としてすべてを重量順に表示
する。
2） 特定原材料の明確化（表5）
食物アレルギーを起こすことが明らかに

なったもののうち，症例数が多いものや症状
が重篤であり生命に関わるため特に留意が必
要な食品を特定原材料（7品目：卵，乳，小 

麦，えび，かに，そば，落花生）という。特
定原材料については表示義務，特定原材料に
準ずる20品目（オレンジ，りんご，キウイフ
ルーツ，バナナ，もも，くるみ，大豆，まつ
たけ，やまいも，牛肉，鶏肉，豚肉，あわび，
いか，いくら，さけ，さば，ゼラチン，ごま，
カシューナッツ）については表示が推奨され
ている。アレルギー患者の商品選択の幅を広
げるために，個々の原材料又は添加物の記載
の後に特定原材料等を含む旨の「個別表示」
を原則としたが，例外的に食品等に含まれる
特定原材料等をまとめて記載する「一括表示」
も認められている。従来の特定加工食品表
記制度（例：マヨネーズと記述すれば卵を含
むと書かなくてもよい，ヨーグルトと記述す
れば乳成分を含むと書かなくてもよい，うど
んと記述すれば小麦粉を含むと書かなくてよ
い等）を廃止し，より多くの原材料について
個々に特定原材料等の記述を義務付けた。な
お，代替表記や拡大表記は，一括表記する場

表4　原材料表示と添加物表示

原則，全ての食品に原材料名を表示することが義務づけ（食品衛生法では添加物のみ表示義務）。食品添加
物は消費者が明確にわかるように，表示レイアウトの変更（原材料表示の後に添加物表示の項目を記す，原
材料の記述した後に改行してから記す，原材料を記述した後に「/」を使った後に記す等）により，明確に
原材料と区分して記述

名称 ○○○

原材料名

原材料名（多いものから順に
記入）
食品添加物（多いものから順
に記入）

内容量 ○○○ｇ
賞味期限 平成○○年○月○日
保存方法 直射日光を避け，常温保存
製造者 ○○○○

名称 ○○○

原材料名
原材料名（多いものから順に
記入）/食品添加物（多いもの
から順に記入）

内容量 ○○○ｇ
賞味期限 平成○○年○月○日
保存方法 直射日光を避け，常温保存
製造者 ○○○○

表5　特定原材料の表示

個別表示例
名称 ポテトサラダ

原材料名

じゃがいも，にんじん，ハム（豚
肉・卵を含む），マヨネーズ（卵，
大豆を含む），たんぱく加水分
解物（牛肉・さけ・さば・ゼラ
チンを含む）
調味料（アミノ酸等）

一括表示例
名称 ポテトサラダ

原材料名

じゃがいも，にんじん，ハム，
マヨネーズ，たんぱく加水分解
物/調味料（アミノ酸等）（一部
に豚肉・卵・大豆・牛肉・さけ・
さば・ゼラチンを含む）
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合は，原材料として代替表記していても，一
括表示欄にも改めて表示が必要である。なお，
一括表示にあたっては，「（原材料の一部に○
○，○○，…を含む）」と記述しなければなら
ない。可能性表示（「入っているかもしれな
い」等の表示）は禁止されている。また，個
別表示と一括表示を組み合わせて使用するこ
とは，原則，認めていない。食品表示の他に，
任意で表6のような表を記している食品もみ
うけられる。
3） 栄養成分表示の義務化（表3）
消費者向けに包装されたすべての加工食品

と添加物（業務用加工食品は除く）に，栄養
成分表示が義務化された。義務化された栄養
成分は熱量（エネルギー），たんぱく質，脂質，
炭水化物，食塩相当量（ナトリウム塩を添加
していない食品のみ，任意でナトリウム量が
併記できる）である。その他，表示を推奨さ
れる栄養成分としては飽和脂肪酸，食物繊維，
表示できる栄養成分は糖類，糖質，コレステ
ロール，ビタミン・ミネラル類である。
4）固有記号
製造所固有記号のルールを見直しし，届出

された製造所固有記号のデータベース化を進
め，一般消費者が閲覧できるシステムが構築
されている。現在，消費者庁のウェブサイ
トから製造所固有記号検索（https://www.
fl d.caa.go.jp/caaks/cksc 01/）を行うこと
ができる。
5） 罰則規定
表示違反の場合，または，表示違反の際に

出された命令に従わなかった場合，おのおの
の場合に応じた罰則規定がある。食品を摂
取する際の安全性に重大な影響を及ぼす事項
について，食品表示基準に従った表示をしな
いで食品を販売した場合には，2年以下の懲
役，もしくは200万円以下の罰金又はこれら
を交えた罰則が科せられる。また，食品を摂
取する際の安全性に重大な影響を及ぼす事項
について，食品表示基準に従った表示しない
場合，食品の回収命令などが出されることが
あるが，これに従わなければ，3年以下の懲
役，もしくは300万円以下の罰金又はこれら
を交えた罰則が科せられる。原産地につい
て虚偽の表示がされた食品を販売した者は，
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金があ
る。その他，必要とする表示をしなかった場
合，遵守事項を遵守しなかった場合，これら
を是正するための指示や命令が出されること
に従わなければ，1年以下の懲役又は100万
円以下の罰金に処せられる。また，報告徴収
や立入検査等を拒んだり，妨げたりすれば，
50万円以下の罰金に処せられる。
表示は食品の情報開示であるため，表示違
反には強い罰則規定がある。なお，特定原材
料の表示違反は，アレルギーを持った人には
重篤な健康被害を起こすこともあるので，製
品の回収が指示されることが多くなると思わ
れる。
6） 栄養機能食品の中に機能性表示食品の追
加（表2）
機能性表示食品は2015年（平成27年）4月
に制度化されたもので，食品で素材の安全性
や機能性について，科学的根拠のある情報（科
学論文等）を，消費者庁長官に届け出て，受
理されることで表記ができる。本制度は国
による審査や許可ではなく，表品内容はメー
カー・販売者が責任を持つ。パッケージに，「機

表 6　任意での特定原材料の表示
本品には，下表の■で示すアレルギー物質を含む原材料を使用しています。
卵 小麦 そば 落花生 乳成分
あわび いか いくら えび オレンジ
かに キウイフルーツ 牛 くるみ さけ
さば 大豆 鶏 豚 まつたけ
もも やまいも りんご ゼラチン バナナ
魚介類 カシューナッツ ごま
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能性表示食品」と「届出番号」の表記があり，
消費者庁のウェブサイト（http://www.caa.
go.jp/foods/index23 .html）で検索するこ
とができる。

4. まとめ

消費者の生活様式や食品の流通形態が大き
く変化し，消費者が食品を購入する際に，販
売者へ「使用した添加物，遺伝子組換え食品
の使用の有無，いつまでもつか，アレルゲン
の使用や混入の可能性の有無等」の情報を求
めても，得られないことが多いだろう。これら
の情報が明記されているのが食品表示である。
食品表示は時代ともに変化しており，1991

年（平成3年）には食品添加物の表示を義務
化，1995年（平成5年）には消費期限・賞味期
限表示の義務化，2001年（平成13年）には遺
伝子組換え食品表示，特定原材料表示の義務
化が行われた。2015年（平成27年）4月1日に
は，従来，食品衛生法，JAS法，健康増進法

で定められていた表示部分を管理する「食品
表示法」が施行された。本法律は消費者庁が
所管している。現在，加工食品においては施
行後5年間の移行期間中であることから，昔
の表示と今日の表示とが混在している。
日々，購入している食品表示を見ていただ

きたい。食品表示法による表示は原材料，添
加物，特定原材料，栄養成分が理解しやすい
ように記述されている。また，製造者の固有
記号があればネット検索をしてほしい。食
品の多くの情報は，ちいさな表示に詰まって
いる。なお，群馬県庁のホームページ（http://
www.pref.gunma.jp/05/by0100009 .html）
上に「ググっと役立つ食品表示ガイド」や「わ
かる！役立つ！食品表示～食品表示とわたし
たちの暮らし～」（You Tubeにて動画配信中）
への案内がある。とてもわかりやすく食品表
示の変更点について紹介しているので，興味
のある人はご覧いただきたい。

2015 年 12 月号からは東京家政大学教員の研究のうちから
「温故知新」的な成果をピックアップして紹介しています。


